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（
財
政
金
融
委
員
会
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
現
下
の
経
済
・
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
持
続
的
な
経
済
社
会
の
活
性
化
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
る
べ
き
税

制
の
構
築
に
向
け
、
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
本
格
的
な
税
源
移
譲
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
定
率
減
税
を
廃
止
し
、
併

せ
て
法
人
関
連
税
制
、
土
地
・
住
宅
税
制
、
国
際
課
税
、
酒
税
・
た
ば
こ
税
等
に
つ
き
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
所
得
課
税

１

所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
三
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
に
関
し
、
所
得
税
の
税
率
構
造
を
五
％
か
ら
四
十
％
の
六
段

階
（
現
行
、
十
％
か
ら
三
十
七
％
の
四
段
階
）
に
改
組
す
る
（
平
成
十
九
年
分
以
後
の
所
得
税
に
適
用

。
）

２

定
率
減
税
（
現
行
、
控
除
率
十
％
、
控
除
限
度
額
十
二
万
五
千
円
）
は
、
平
成
十
八
年
分
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。

３

寄
付
金
控
除
の
適
用
下
限
額
を
五
千
円
（
現
行
一
万
円
）
に
引
き
下
げ
る
。

二
、
法
人
関
連
税
制

１

試
験
研
究
費
の
総
額
に
係
る
特
別
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
特
別
税
額
控
除
割
合
に
一
律
二
％
を
上
乗
せ
す
る
措
置
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を
廃
止
し
た
上
で
、
比
較
試
験
研
究
費
を
上
回
る
部
分
の
特
別
税
額
控
除
割
合
に
五
％
加
算
す
る
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
特
別
税
額
控
除
制
度
（
一
律
十
二
％
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
加
算
措
置
等
を
講
ず
る
。

２

情
報
基
盤
強
化
税
制
と
し
て
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
産
業
競
争
力

の
向
上
に
資
す
る
一
定
の
設
備
で
情
報
基
盤
の
強
化
を
促
す
も
の
を
取
得
等
し
た
場
合
に
、
基
準
取
得
価
額
の
五
十
％
の

特
別
償
却
又
は
十
％
の
特
別
税
額
控
除
を
認
め
る
。

３

役
員
給
与
の
損
金
算
入
に
つ
い
て
、
次
の
見
直
し
を
行
う
。

①

定
期
定
額
要
件
を
緩
和
し
、
確
定
時
期
に
確
定
額
を
支
給
す
る
一
定
の
役
員
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
。

②

非
同
族
会
社
が
支
給
す
る
一
定
の
業
績
連
動
型
の
役
員
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
。

４

実
質
的
な
一
人
会
社
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
役
員
給
与
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
の
下
、
給
与
所
得
控
除
相
当
部
分
の

損
金
算
入
を
制
限
す
る
。

５

同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
に
つ
い
て
、
同
族
要
件
の
緩
和
及
び
留
保
控
除
額
の
引
上
げ
を
行
う
。
ま
た
、
同
族
会

社
の
留
保
金
課
税
の
不
適
用
措
置
の
対
象
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
経
営
革

新
計
画
の
承
認
を
受
け
た
一
定
の
中
小
企
業
者
に
限
定
す
る
。
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三
、
土
地
・
住
宅
税
制

１

不
動
産
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
の
特
例
を
廃
止
し
た
上
で
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
土
地
の
売
買
等
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
を
本
則
の
二
分
の
一
に
軽
減
す
る
。

２

既
存
住
宅
を
耐
震
改
修
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
制
度
（
費
用
の
十
％
、
最
高
二
十
万
円
）
を
創
設
す
る
。

３

住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
二
年
延
長
す
る
。

四
、
国
際
課
税

非
永
住
者
制
度
の
対
象
者
を
、
居
住
者
の
う
ち
、
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
、
過
去
十
年
以
内
で
合
計
五
年
以
下
の
期

間
国
内
に
住
所
等
を
有
す
る
個
人
と
す
る
と
と
も
に
、
租
税
条
約
上
の
情
報
交
換
規
定
に
つ
い
て
、
犯
則
調
査
目
的
の
情

報
提
供
要
請
に
基
づ
く
情
報
収
集
手
続
を
整
備
す
る
。

五
、
酒
税
・
た
ば
こ
税

１

現
行
十
種
類
十
一
品
目
の
酒
類
の
分
類
を
四
種
類
（
発
泡
性
酒
類
、
醸
造
酒
類
、
蒸
留
酒
類
、
混
成
酒
類
）
に
簡
素
化

す
る
と
と
も
に
、
税
率
の
見
直
し
を
行
い
、
酒
類
間
の
税
負
担
格
差
を
縮
小
す
る
。

２

た
ば
こ
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
（
一
本
当
た
り
〇
・
四
二
六
円

。
）
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六
、
そ
の
他

１

損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
、
地
震
保
険
料
控
除
を
創
設
（
最
高
五
万
円
）
す
る
。

２

所
得
税
、
法
人
税
、
相
続
税
、
贈
与
税
及
び
地
価
税
の
申
告
書
に
係
る
公
示
制
度
を
廃
止
す
る
。

３

相
続
税
の
物
納
制
度
に
つ
い
て
、
許
可
基
準
及
び
手
続
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
審
査
期
間
を
法
定
化
（
原
則
三
月

以
内
）
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
行
う
。

４

自
主
的
に
行
っ
た
期
限
後
申
告
に
つ
い
て
、
期
限
内
申
告
書
を
提
出
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か

つ
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
二
週
間
以
内
に
申
告
し
た
場
合
に
は
、
無
申
告
加
算
税
を
課
さ
な
い
。

５

情
報
通
信
機
器
等
（
Ｉ
Ｔ
関
連
設
備
）
に
関
す
る
投
資
促
進
税
制
の
廃
止
等
既
存
の
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
行
う

と
と
も
に
、
特
別
国
際
金
融
取
引
勘
定
に
係
る
利
子
の
非
課
税
制
度
等
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
実
情
に

応
じ
適
用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
八
年
度
の
租
税
増
収
見
込
額
は
、
約
三
千
七
百
四
十
億
円
で
あ
る
。


